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☆フラッシュ（特許庁人事異動）	…………… ⑺

１．はじめに
　―大企業の合理的判断によって失敗する―
　まずは誰からも手を付けられていない“白地”の
ところで事業を始める。そして、まだ多くの人から
着目されていないうちに事業を広げ、あっという間
にシェアを獲得し、そこで事実上の独占状態に持っ
て行く。これは、事業を起こし、発展させていく

ための基本的な成功ストーリーである。したがって、
多くの企業は、その規模の大小はあれど、この方法
に則って事業計画を推し進めるようにしている。た
だ、大企業ともなると、それを実際に行動に移すの
は、そう簡単なことではない。
　実際、この特許ニュースの読者の多くは大企業の
所属であり、心の底から「思い当たるフシ」がある
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と思うのであるが、大企業というのは、合理的な判
断がなされるがゆえに、そもそも「誰からも手を付
けられていない“白地”のところで事業を始める」と
いうことが、できないのである。そう、大企業には、
「できるだけリスクを回避し、確実に収益を得る」と
いう合理性に従った判断をするための“決済システ
ム”が存在し、この決済システムがある限り、「“白
地”のところで事業を始める」というリスクの高いこ
とは、ほぼ100％の確率で“確実に”排斥されてしまう。
　これを言い換えれば、もし「破壊的イノベーショ
ンを起こせない＝失敗」だとするならば、「組織とい
うものは、破壊的イノベーションそのものに負ける
のではなく、組織の合理的な判断によって失敗する
のである」ということになる。そう、多くの企業人は、
実は“真実”を知っている。ただ、そのままずっと
企業人でいたいがために、誰も大きな声では口に出
さないだけなのだ。それはすなわち、多くの学者や
評論家が、したり顔でのたまう「日本企業は、今の
時代において“適切かつ合理的な判断”ができなかっ
たがゆえに、イノベーションの波から取り残されて、
オープンイノベーションも進まず、そうであるがゆ
えに、破壊的イノベーションによって駆逐されてし
まった」というのは、明らかな誤りなのである。そう、
日本企業は何も、“適切かつ合理的な判断”ができな
かったわけではない。むしろ、“適切かつ合理的な
判断”をしたがゆえに、イノベーションの波から取
り残され、オープンイノベーションも進まず、そう
であるがゆえに、破壊的イノベーションによって駆
逐されてしまうことになったのである。
　これについては、学者や評論家といった“いわゆ
る知識人”と言われる人種の殆どが、上述の間違い
（＝「明らかな誤り」）を犯してしまっている。そし
て、それらの判断がベースの一つとなっている諸官
庁は、同じ間違いを犯すことになる。つまり、大前
提がそもそも違ってしまっているのであるから、そ
の後の手続が適格であればあるほど、得られた結論
は間違ったものになると、そういうわけである。
　繰り返し言うが、今は斜陽と言われている日本の
産業界も、破壊的イノベーションを起こす発明や発
想、アイディアというものを知らなかったわけでは
ないのだ。また、実際にそれらを事業化しようとし
たこともあったであろう。けれども、実際には、「で
きるだけリスクを回避し、確実に収益を得る」とい
う合理性に従った判断をするための“決済システム”

による「組織の合理的な判断」によって、「破壊的
イノベーション」に進む道が選ばれなかったか、も
し選ばれていたとしても継続ができなかったという、
ただそれだけのことである。
　したがって、「できるだけリスクを回避し、確実に収
益を得る」という合理性に従った判断をするための“決
済システム”が存在する限り、そして、当該“決済シ
ステム”による「組織の合理的な判断」が行われる限り、
いくらイノベーションや、オープンイノベーションによ
る水平分業が唱えられたところで、今の日本の大企業
から「破壊的イノベーション」が起こることはない。
　例えば、ソニーのウォークマン（商品名）がｉＰｏ
ｄ（商品名）に取って代わられたときでも、当時の
ソニーの技術であれば、ｉＰｏｄと同等かそれ以上
の機能の機器を作ることは極めて容易であったはず
である。しかも、ｉＰｏｄが出た当時には、その際
の情報網によって、その存在も熟知していたはずで
ある。むろん、アップル社の特許網をかいくぐって
ｉＰｏｄの類似機種を作ることもできたはずである。
けれども、当時のソニーには、著作権問題のリスク
や、作曲家や作詞家との関係で生ずるであろう問題
についてのリスクを抱えながら「ｉＰｏｄの類似機
種」を作る決断をすることは、できなかった。また、
ウォークマンをやめて「ｉＰｏｄの類似機種」を作る
方向に舵を切ることも、当時のソニーにとってはリ
スクが大き過ぎ、到底できることではなかった。
　もちろん、こうした決断、今から見るとどう考え
ても誤りであるように見える決断というのは、「で
きるだけリスクを回避し、確実に収益を得る」とい
う合理性に従った判断をするための“決済システム”
が、極めて合理的な判断を行った結果によるもので
ある。したがって、繰り返しにはなるが、「できる
だけリスクを回避し、確実に収益を得る」という合
理性に従った判断をするための“決済システム”が
存在する限り、そして、当該“決済システム”によ
る「組織の合理的な判断」が行われる限り、いくら
イノベーションや、オープンイノベーションによる
水平分業が唱えられたところで、今の日本の大企業
から「破壊的イノベーション」が起こることはない。

２．「組織改革」の有効性について
　既に述べたように、それが大企業であろうと中小
企業であろうと、「組織の合理的な判断」を行うため
の“決済システム”が存在する限り、今の日本の企


